
奈
良
県
告
示
第
五
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
際
し
添
付
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
こ
の
告
示

の
日
か
ら
三
週
間
奈
良
県
く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
環
境
政
策
課
（
奈
良
市
登
大
路
町
三
〇
番
地

）
及
び
大
和
郡
山
市
環
境
政
策
課
（
大
和
郡
山
市
北
郡
山
町
二
四
八
の
四
）
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
所
在
地

シ
ャ
ー
プ
株
式
会
社

ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業
本
部

執
行
役
員

本
部
長

中
山
藤
一

大
和
郡
山
市
美
濃
庄
町
四
九
二
番
地

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
ャ
ー
プ
株
式
会
社

奈
良
事
業
所

大
和
郡
山
市
美
濃
庄
町
四
九
二
番
地

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
五
号
に
掲

げ
る
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

１

特
定
施
設
の
能
力
及
び
原
材
料
を
別
表
一
の
と
お
り
変
更
す
る
。

２

原
材
料
の
変
更
に
伴
い
、
生
産
系
排
水
処
理
施
設
の
一
部
を
廃
止
す
る
。

３

特
定
排
出
水
の
量
を
別
表
二
の
と
お
り
変
更
す
る
。

別
表
一

施
設
名

変
更
の
前
後

能

力

原

材

料

酸
又
は
ア
ル
カ

変
更
前

一
、
一
五
〇
枚
／
日

半
導
体
材
料



リ
に
よ
る
表
面

処
理
施
設

変
更
後

一
、
〇
〇
〇
枚
／
日

シ
リ
コ
ン
ウ
エ
ハ
ー

別
表
二

変

更

前

変

更

後

項

目

通

常

最

大

通

常

最

大

特
定
排
出
水
の
量
（
単
位

二
、
三
二
〇

二
、
三
五
〇

二
、
三
〇
〇

二
、
三
三
〇

／
日
）
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